
第３次島田市総合計画(案)修正履歴 資料３

№ 大項目 中項目 修正前（修正部分は赤文字で） 修正案（修正部分は赤文字で） 経緯（誰から、なぜ…） 入力日

1 基本構想 ４．政策分野 経営観を持つ中小企業 経営に取り組む中小企業
「(6)経済・産業」の施策の柱において、「経営観を持つ中小
企業」とあるが、「経営に取り組む中小企業」とした方が、
より適切に中小企業に訴求できる。（商工課）

R7.5.16

2 基本構想 ４．政策分野
施策の柱4-1　子どもを生み育てたくなる環
境をつくる（結婚、出産、育児）

施策の柱4-1　子どもを生み育てたくなる環
境をつくる（結婚、出産、子育て）

育児という言葉は、家庭内で行われる子育ての意味である
が、ここでは地域全体で行う子育てという言葉の方が適切
（こども計画でも育児は使われていない）。

R7.5.19

3 基本構想 ４．政策分野 柱８－１「脱炭素社会に挑戦する」 脱炭素社会の実現に挑戦する

環境基本計画の「脱炭素社会への挑戦」に合わせる。全体に
合わせて「挑戦」を「挑戦する」と動詞形にするのであれ
ば、「社会に挑戦」ではなく、「社会の実現に挑戦」とする
ほうがニュアンスを正確に表すため。

R7.5.29

4 基本構想 ４．政策分野
柱８－３「生活や産業に欠かせない水資源と
水環境を守る」

生活や経済活動等に欠かせない水資源と水環
境を守る

産業よりも広い範囲を網羅するため。 R7.5.29

5 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

柱5-2-1
公式ウェブサイト、広報しまだ、テレビ、ラ
ジオ、新聞等様々なメディアを活用し、情報
発信を行います

柱5-2-1
広報しまだ、公式WEBサイト、テレビ、ラジ
オ、新聞等様々なメディアを活用し、情報発
信を行います

広報プロモーション課より修正依頼
全体を見て調整をしたい。

R7.6.6

6 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

柱5-2-2
・地域資源や地場産品の魅力を効果的にシ
ティプロモーションに活用します

柱5-2-2
・地域資源を効果的にシティプロモーション
に活用します

広報プロモーション課より修正依頼
全体を見て調整をしたい。

R7.6.6

7 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

柱5-2-2
・島田市の認知度向上や地域活性化につなが
るイベントを実施します

柱5-2-2
・島田市の認知度向上や地域活性化につなが
る取組を行います

広報プロモーション課より修正依頼
全体を見て調整をしたい。

R7.6.6

8 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

柱5-3-1
移住支援を推進します

柱5-3-1
移住促進を図ります

広報プロモーション課より修正依頼
全体を見て調整をしたい。

R7.6.6

9 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

柱4-3-4
・島田市小中学校編成計画における学校再編
に向けた基本的な方針に基づき、旧市内や初
倉地区等の小中一貫教育の推進に向けた調
査、検討等を行います。

柱4-3-4
・島田市立小中学校再編計画における学校再
編に向けた基本的な方針に基づき、旧市内や
初倉地区等の小中一貫教育の推進に向けた調
査、検討等を行います。

計画名の記載誤り。 R7.6.6

10 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱4-1　子どもを生み育てたくなる環
境をつくる（結婚、出産、育児）

施策の柱4-1　子どもを生み育てたくなる環
境をつくる（結婚、出産、子育て）施策の柱
の方向性の記載（3行目）含む

育児という言葉は、家庭内で行われる子育ての意味である
が、ここでは地域全体で行う子育てという言葉の方が適切
（こども計画でも育児は使われていない）。

R7.6.10

11 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱6-2　施策の柱の方向性
・稼ぐ拠点をつくります。

施策の柱6-2　施策の柱の方向性
・「稼ぐ拠点」をつくります。

内陸Ｆ推進課からの修正依頼。
施策の柱7-1においてはかぎかっこが付いているため。

R7.7.2

12 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策6-2-2
・地域に元気をもたらす稼ぐ拠点をつくりま
す

施策6-2-2
・地域に元気をもたらす「稼ぐ拠点」をつく
ります

内陸Ｆ推進課からの修正依頼。
施策の柱7-1においてはかぎかっこが付いているため。

R7.7.2

13 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策2-4-3
・障害がある人ニーズ

施策2-4-3
・障害がある人のニーズ

戦略推進課担当のチェックで判明。

14 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策1-1-2
・急傾斜地崩壊など土砂災害防止対策を着実
に進めます。

施策1-1-2
・急傾斜地崩壊など土砂災害防止対策を関係
機関と連携し着実に進めます。

建設課からの修正依頼。
理由：急傾斜地崩壊対策事業では、区域指定が県知事。対策
も県施工、市施工に区分され、静岡県との連携が必須である
ことから可能であれば追記したい。

R7.8.21

15 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策4-3-3
・地場産物を積極的に取り入れた、栄養バラ
ンスの取れた給食を提供します。

施策4-3-3
・地場産物を積極的に取り入れた、栄養バラ
ンスの良い給食を提供します。

学校給食課からの修正依頼。
「取り入れた」「取れた」と「取」が並ぶため修正。

R7.8.22

16 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策8-1-1
・エネルギーによる環境負荷を低減します

施策8-1-1
・エネルギーの利用による環境負荷を低減し
ます

環境課からの修正依頼。
理由：エネルギーの「利用」によって生ずる環境負荷を低減
させることが目的であるため。

R7.8.28

17 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策7-1-2
・富士山静岡空港周辺において、にぎわいの
創出や交流人口の拡大を推進します。

施策7-1-2
・富士山静岡空港周辺において、にぎわいの
創出や交流人口の拡大等の地域経済の活性化
につながる取組を推進します。

富士山静岡空港周辺の拠点整備にあたっては、「にぎわいの
創出や交流人口の拡大」を含めた「地域経済の活性化につな
がる取組」が必要であるため。

R7.9.12

1/7



№ 大項目 中項目 修正前（修正部分は赤文字で） 修正案（修正部分は赤文字で） 経緯（誰から、なぜ…） 入力日

18 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱2-1
・生活習慣の定着・実践・継続

施策の柱2-1
・生活習慣の実践・定着・継続

（策定委員からの意見）
状況の進行を踏まえ、定着と実践を入れ替える。

R7.10.7

19 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策2-1-2
・２．市民の心の健康を守ります

施策2-1-2
・２．市民のこころの健康を守ります

（策定委員からの意見）
「こころ」で統一する。

R7.10.7

20 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策2-3-1③
・高齢者が生きがいを持ち、地域で安心して
暮らせる環境をつくります。

施策2-3-1③
・高齢者の生きがいづくりと社会参加を促進
します。

（策定委員からの意見）
施策とその方向性２が「安心して暮らせる環境づくりを推進
します。」となっており、内容が類似してしまうため。

R7.10.7

21 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策2-4-1①
・複雑化、複合化した課題を持つ要支援者の
課題を解きほぐし

施策2-3-1③
・複雑化、複合化した課題を解きほぐし

（策定委員からの意見）
分かりにくいため整理。

R7.10.7

22 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策3-2-2①
・空き家の適正な管理など

施策3-2-2①
・空き家の適切な管理など

（策定委員からの意見）
文言の修正。

R7.10.7

23 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策3-2-2③
・特定空き家の早期認定により

施策3-2-2③
・特定空家等の早期認定により

（策定委員からの意見）
法における用語に修正。

R7.10.7

24 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策5-1-2③
・特色ある祭事やイベントを開催します。

施策5-1-2③
・特色ある祭事やイベントの開催を支援しま
す。

（策定委員からの意見）
市の主催ではないため。

R7.10.8

25 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策5-4-2③
・民有地の民間利用を促進し

施策5-4-2③
・民有地の利活用を促進し

（策定委員からの意見）
「民有地の民間利用」が二重の意味となるため。

R7.10.8

26 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策5-1-1③
・広域観光を推進します。

施策5-1-1③
・観光施策を推進します。

（策定委員からの意見）
広域観光を推進するのではないため。

R7.10.8

27 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策6-3-2②
・新たに作り出します。

施策6-3-2②
・新たにつくり出します。

（策定委員からの意見）
「つくる」については、作る・造る、創るがあり、様々な捉
え方があるため。

R7.10.8

28 基本構想 １．基本理念
◆ともに支え合い「協働」して
・郷土を愛する思いのもと

◆ともに支え合い「協働」して
・郷土を愛する想いのもと

（策定委員からの意見）
郷土への気持ちを指していることから「想い」の方が適切で
あるため。

R7.10.8

29 基本構想 ４．政策分野
(6) 経済・産業
・物価上昇・燃料費高騰等の影響を受けて

(6) 経済・産業
・物価上昇、人件費高騰のほか各国の通商政
策等の影響を受けて

（策定委員からの意見）
燃料費は安定しているが、人件費の高騰や関税をはじめとし
た海外の通商政策による影響などがあるため。

R7.10.8

30 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱9-2
行政事務のデジタル化をさらに推進すること
により業務の効率化を図ります。

施策の柱9-2
行政事務のＤＸ推進により業務の効率化を図
ります。

（担当課からの意見）
デジタル化に留まることが無いようにするため。

R7.10.10

31 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱4-3
先行きが不確実で変化の激しい時代を生き抜
くためには、主体的に学び、自ら課題を発
見・解決する力を身に付けることが重要で
す。
そのため、社会情勢の変化に応じた教育を充
実させるとともに、子ども自身が問いや課題
を持ち、協働的に解決を図る「探究的な学
習」、考えを深めるなどの「子供が主体とな
る学習」を目指します。

施策の柱4-3
先行きが不確実で変化の激しい時代を生き抜
くためには、主体的に学び、自ら課題を発
見・追究し、考えを表現する力を身に付ける
ことが重要です。
そのため、本市が目指す「子どもが主体とな
る学習」を「探究的な学び」の視点を取り入
れることで更に充実させ、社会情勢の変化に
対応できる「生きる力」を育みます。

（担当課からの意見）
本市の教育の体系に合わせるため。

R7.10.20

32 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱4-3-1①
・保育所・認定こども園・幼稚園と小学校及
び、小学校と中学校の連携による、きめ細や
かな就学支援を進めます。

施策の柱4-3-1①
・保育所・認定こども園・幼稚園と小学校及
び、小学校と中学校の連携により、長期的な
視点から子どもの成長を支える取組を進めま
す。

（担当課からの意見）
この項目は「就学支援」ではなく「小１・中１ギャップの解
消」を意図したものであるため。

R7.10.20

33 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策5-2-1②
・LINEなどのＳＮＳを活用し、必要な情報を
求めている人に届けます。

施策5-2-1②
・LINEなどのＳＮＳを活用し、効果的に情報
を届けます。

（担当課からの意見）
必要な情報を求めている人だけに情報を届けるという誤解を
まねかないようにするため。また、SNSは媒体により特性が違
うため効果的に届けることを強調した。

R7.10.20

34 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

新設

施策5-2-2①
・地域の良さや魅力を知ること、まちづくり
活動への参加などを通じて、まちへの愛着や
誇りの醸成を図ります。

（担当課からの意見）
シティプロモーションは、島田を好きな人、島田のファンを
増やすことが大事であるので、それにつながる項目の記載が
不足していたため、追記した。

R7.10.20
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№ 大項目 中項目 修正前（修正部分は赤文字で） 修正案（修正部分は赤文字で） 経緯（誰から、なぜ…） 入力日

35 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策5-2-2①
・市民、事業者、行政が一体となって、島田
市の魅力を高め発信します。

施策5-2-2②
・市民、事業者、行政が一体となって、島田
市の個性や魅力を高め、それらを発信しま
す。

（担当課からの意見）
（旧）施策5-2-2③と表現が類似していたため統合した。

R7.10.20

36 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策5-2-2③
・島田市の魅力を効果的に届けるため、様々
な形や媒体で発信します。

削除
（担当課からの意見）
表現が類似していたため、（新）施策5-2-2②へ統合した。

R7.10.20

37 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策5-2-2④
・島田市の認知度向上や地域活性化につなが
る取組を行います。

施策5-2-2④
・島田市の認知度向上を図り、地域活性化に
つながる取組を行います。

（担当課からの意見）
認知度向上があり、その後に地域活性化へとつながるため、
並列の表現をやめた。

R7.10.20

38 基本構想 ４．政策分野
(9) 行財政
・限りある資源（人、物、予算、時間）

(9) 行財政
・限りある資源（人、物、予算、時間、情
報）

基本計画「５ 計画の推進に向けて」のページ内に類似の表現
があり、それに合わせるため。

R7.10.20

39 はじめに
５．これからのま
ちづくりの課題認
識

(2)分野別の認識
②健康・医療・福祉
後期高齢者及び高齢者のみ世帯の増加が続く
と予想され

総人口に占める後期高齢者の割合が増加する
と予想され

第４回審議会(10/21)後、健康福祉部による修正事項
後期高齢者は高齢者に含まれるため、主に医療・介護等の需
要増大の起因となる「総人口に占める後期高齢者の割合が増
加」に修正

R7.10.21

40 基本構想 ４．政策分野
政策の方向性　(1)防災
先見的な対策を加速的に

先見的な対策を重層的に
第４回審議会(10/21)後、市長戦略部検討による修正事項
スピードを上げるというよりもさまざまな対策を積み重ねる
という意味の方が適切

R7.10.21

41 基本計画 ２．横断的な視点

このため、前期基本計画では、基本構想にお
いて将来像を実現するための指針として定め
た「３大戦略」を踏まえ、「ＤＸ・ＧＸの推
進」と「ＳＤＧｓについて」を横断的に取り
入れるべき視点として位置づけ、幅広い政策
分野でこれらの視点を取り入れ、選択と集中
により施策を推進します。

このため、前期基本計画では、基本構想にお
いて将来像を実現するための指針として定め
た「３大戦略」を踏まえ、「ＤＸ・ＧＸの推
進」と「ＳＤＧｓ」を横断的な視点として位
置づけます。

第４回審議会(10/21)後、市長戦略部検討による修正事項
文章をわかりやすく整理した。

R7.11.5

42 基本計画 ２．横断的な視点

(1)ＤＸ・ＧＸの推進
　国は、令和７（2025）年６月に策定した地
方創生2.0基本構想において、ＤＸ（デジタ
ルトランスフォーメーション）とＧＸ（グ
リーントランスフォーメーション）を連携さ
せて、地方の強みや潜在力を最大化し、地域
振興を図ろうとしています。
　こうした国の動向を踏まえ、新しいデジタ
ル技術を積極的に取り入れ、更なるＤＸを促
し、施策の効果向上を図るとともに、便利で
快適に暮らせるまちづくりを推進します。
　また、あらゆる政策分野において脱炭素を
目指してＧＸを推進し、自然環境の保全を図
るとともに、地域資源の活用によるまちの活
性化や地域内で資源を循環させて経済の好循
環を生み出すなど循環型社会の実現を図り、
今の島田市を未来の世代に繋いていきます。
　ＤＸ及びＧＸは、幅広い施策で積極的に取
り入れる必要があることから、横断的な視点
として位置付けます。

(1)ＤＸ・ＧＸの推進
　国は、地方創生2.0基本構想の中で、Ｄ
Ｘ・ＧＸは、産業構造や立地動向の変容をも
たらすとともに、地域の生活環境を改善する
ポテンシャルを秘めた新しい技術を生み出す
ものと位置付けており、ＤＸ・ＧＸが進展す
る新時代に、地域経済や地域社会を円滑に適
応させていくことが重要であるとしていま
す。
　こうした国の動向を踏まえ、デジタル技術
の積極的な活用により、地域の個性を生かし
ながらデジタルの力によって地方創生の取組
を加速化・深化させるとともに、市民誰もが
デジタル技術を活用し、安心して快適に暮ら
すことができるまちづくりを推進します。
　また、あらゆる政策分野において温室効果
ガス排出削減の視点を持つとともに、地域資
源の活用によるまちの活性化など循環型社会
の形成に向けた取り組みを通じ、脱炭素社会
の実現と経済成長の両立を推進していきま
す。

第４回審議会(10/21)後、市長戦略部検討による修正事項
国の地方創生2.0基本構想本文の記述を取り入れ修正

R7.11.5
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№ 大項目 中項目 修正前（修正部分は赤文字で） 修正案（修正部分は赤文字で） 経緯（誰から、なぜ…） 入力日

44 基本計画
５．計画の推進に
向けて

国や県等の支援事業 国や県等の補助事業
第４回審議会(10/21)後、市長戦略部検討による修正事項
６．財政計画「国・県補助金や・・・」の表現と整合

R7.10.21

45 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱3-2
・このまちで住み続けたいと思えるよう、快
適な居住環境を整えるとともに適切な土地利
用を促進します。

施策の柱3-2
・このまちで住み続けたいと思えるよう、快
適な居住環境を整えるとともに適正な土地利
用を促進します。

文脈からより適当な文言へと変更した。 R7.11.5

46 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱9-1
・また、社会情勢や地域の実情を的確に捉え
て迅速・柔軟に対応できる人材を確保・育成
するとともに、公正な評価、適切な配置によ
り組織力を強化します。

施策の柱9-1
・また、社会情勢や地域の実情を的確に捉え
て迅速・柔軟に対応できる人材を確保・育成
するとともに、公正な評価、適正な配置によ
り組織力を強化します。

文脈からより適当な文言へと変更した。 R7.11.5

47 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱8-3-1
・汚水処理施設の適正な運転により、安定し
た処理を行い自然環境にきれいな水を戻しま
す。

施策の柱8-3-1
・汚水処理施設の適切な運転により、安定し
た処理を行い自然環境にきれいな水を戻しま
す。

文脈からより適当な文言へと変更した。 R7.11.5

R7.11.5

(2)島田市におけるＳＤＧｓ
　ＳＤＧｓは、平成27（2015）年９月の国連
サミットにおいて、加盟国の全会一致で採択
された、令和12（2030）年までに達成すべき
「持続可能な開発目標」です。「誰一人取り
残さない」という理念のもと、「世界の貧困
をなくす」「持続可能な世界を実現する」こ
とを目指し、17のゴール、169のターゲット
から構成される世界共通の目標です。ＳＤＧ
ｓの理念の根底には、物質的な豊かさだけを
追求するのではなく、精神的、社会的な豊か
さも求めるという考え方があります。
また、令和７年に策定された静岡県総合計画
においては、社会全体の不安感や不確実性が
高まる中、近年、物質的な豊かさに加えて
「県民が安心して、幸せを実感できること」
の重要性の高まりを踏まえ、県政運営全体に
共通する新しい考え方として、県民一人ひと
りの幸福実感を重視する「ウェルビーイング
（※）」の視点を取り入れています。
　ＳＤＧｓの理念や静岡県総合計画おける
ウェルビーイングの考え方は、島田市におけ
る量から質への転換により、市民の暮らしに
おける満足度を高める「縮充」と通じるもの
あります。
　地方創生や地域課題の解決のため、ＳＤＧ
ｓの横断的な視点をもち、総合計画に位置付
けた施策に取り組むことは、本市が掲げる将
来像「笑顔あふれる 安心のまち 島田」の実
現だけではなく、ＳＤＧｓの理念の実現や県
民のウェルビーイングの向上にもつながりま
す。
　地域の多様な主体とのパートナーシップに
より、国際的視点で考え、地域主体で行動
し、その取り組みを地域全体に広げること
で、ＳＤＧｓに取り組む人々を増やすととも
に、経済・社会・環境の好循環が生まれる持
続可能で市民満足度の高いまちづくりを更に
推進していきます。

43 基本計画 ２．横断的な視点

(2)島田市におけるＳＤＧｓ
　ＳＤＧｓは、平成27（2015）年９月の国連
サミットにおいて、加盟国の全会一致で採択
された、令和12（2030）年までに達成すべき
「持続可能な開発目標」です。「誰一人取り
残さない」という理念のもと、「世界の貧困
をなくす」「持続可能な世界を実現する」こ
とを目指し、17のゴール。169のターゲット
から構成される世界共通の目標です。
　国は、自治体においてＳＤＧｓを活用する
ことで、客観的に自己分析することができ、
特に注力すべき政策課題の明確化や、「経
済・社会・環境」の三側面の相互関連性の把
握による政策の推進全体の最適化が実現する
としています。
　本市では、地方創生や地域課題の解決のた
め、総合計画に位置付けた施策に取り組むこ
とは、将来像「笑顔あふれる　安心のまち
島田」の実現だけでなく、ＳＤＧｓの理念
「誰一人取り残さない」社会の実現を図るこ
とにもつながるものと考えています。
　こうしたことを踏まえ、「SDGｓ」を分野
横断的な視点として位置付け、地域の多様な
主体とのパートナーシップにより、国際的視
点で考え、地域主体で行動し、その取組を地
域全体に広げることで、ＳＤＧｓに取り組む
人々を増やすとともに、経済・社会・環境の
好循環が生まれる持続可能なまちづくりを更
に推進していきます。

第４回審議会(10/21)後、市長戦略部検討による修正事項
第２次総合計画の原点に立ち返り修正
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№ 大項目 中項目 修正前（修正部分は赤文字で） 修正案（修正部分は赤文字で） 経緯（誰から、なぜ…） 入力日

48 はじめに
島田市を取り巻く
状況

(1)⑥社会資本の老朽化
当然ながら、社会資本の管理は～地方自治体
が関わっています。地方自治体においても～

(1)⑥社会資本の老朽化
当然ながら、社会資本の管理は～地方公共団
体が関わっています。地方公共団体において
も～

意味は同じだがより正確な表現の地方公共団体に統一した。
文脈上、市役所を示すものは「自治体」の表現を残した。

R7.11.6

49 基本計画
５．計画の推進に
向けて

(1)選択と集中による効率的な施策・事業推
進
公共施設等の老朽化など、地方自治体を取り
巻く状況は～

(1)選択と集中による効率的な施策・事業推
進
公共施設等の老朽化など、地方公共団体を取
り巻く状況は～

意味は同じだがより正確な表現の地方公共団体に統一した。
文脈上、市役所を示すものは「自治体」の表現を残した。

R7.11.6

50 基本構想 ４．政策分野

さらに、本市のごみの総排出量は減少してい
る一方で、ごみ処理経費は年々増加傾向にあ
ることから、引き続き資源のリサイクルや
フードロスの削減などによるごみの減量を進
めながら、ごみ処理の有料化を含めた新たな
ごみ減量施策の調査・研究をしていきます。

さらに、本市のごみの総排出量は減少してい
る一方で、ごみ処理経費は年々増加傾向にあ
ることから、引き続き資源のリサイクルや食
品ロスの削減などによるごみの減量を進めな
がら、ごみ処理の有料化を含めた新たなごみ
減量施策の調査・研究をしていきます。

（担当課からの意見）
農林水産省では「食品ロス」という言葉が使われているため
修正した。

R7.11.7

51 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱8-1
さらに、事業者や行政を含めた全ての市民が
一体となって、ごみの資源化やフードロス削
減などのごみ減量施策に取り組みます。

施策の柱8-1
さらに、事業者や行政を含めた全ての市民が
一体となって、ごみの資源化や食品ロス削減
などのごみ減量施策に取り組みます。

（担当課からの意見）
農林水産省では「食品ロス」という言葉が使われているため
修正した。

R7.11.7

52 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱8-1-2
・市民・事業者のフードロス削減などのごみ
減量やごみの資源化への意識啓発を図り、取
組を促進します。

施策の柱8-1-2
・市民・事業者の食品ロス削減などのごみ減
量やごみの資源化への意識啓発を図り、取組
を促進します。

（担当課からの意見）
農林水産省では「食品ロス」という言葉が使われているため
修正した。

R7.11.7

53 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱8-1-1
・「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、官
民連携による再生可能エネルギーの導入・利
用を促進します。

施策の柱8-1-1
・「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、官
民連携による環境に配慮した再生可能エネル
ギーの導入・利用を促進します。

（策定委員からの意見）
全国的に太陽光発電が普及する中で、山林等への無秩序な
ソーラーパネルの建設による環境への影響が懸念されている
ことから、再生可能エネルギーの導入に関しても「環境に配
慮する」必要があると考えられるため。

R7.11.7

54 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱8-1-2
・不用品の再利用やごみ処理過程における生
成物の再資源化によりごみ減量に取り組み
ます。

施策の柱8-1-2
・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク
ル）によるごみ減量の取組を推進します。

（担当課からの意見）
修正前における「不用品の再利用」は３Ｒの内、リユースに
当たる。また、「ごみ処理過程における生成物の再資源化」
については、田代ガス化溶融施設のごみ処理におけるスラ
グ・メタルを再資源化することを指しており、次の言葉「ご
み減量に取り組みます」に繋がり薄いため、ごみの減量・資
源化については３Ｒの取組の推進とする。

R7.11.7

55 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱6-2
・ＤＸ・ＧＸといった経営革新の後押しやビ
ジネスマッチング機会の創出などにより、新
たな事業展開を支援するとともに、事業承継
や業態転換等をバックアップし、企業におけ
る安定した事業継続の実現を目指します。

施策の柱6-2
・産業支援センター「おびサポ」を支援拠点
として、ＤＸ・ＧＸといった経営革新の後押
しやビジネスマッチング機会の創出などによ
り、新たな事業展開を支援するとともに、事
業承継や業態転換等をバックアップし、企業
における安定した事業継続の実現を目指しま
す。

おびサポの主要な取組の１つである企業支援において、支援
の拠点として柔軟に施策が展開できるよう、施策の柱におび
サポの名称を記載した。

R7.11.10

56 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱6-3-3①
・産業支援センター「おびサポ」が、新商品
開発や新規市場開拓などについてのアドバイ
スを行うほか、セミナー・交流会を開催し、
商店主を支援します。

施策の柱6-3-3①
・新商品開発や新規市場開拓などについての
アドバイスを行うほか、セミナー・交流会を
開催し、商店主を支援します。

おびサポが柔軟に施策を展開できるよう、施策の柱6-2と合わ
せ、施策の柱のみにおびサポの名称を記載する形とした。

R7.11.10

57 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱3-2-1
快適な居住環境を形成するとともに、安定し
た市営住宅の供給に努めます

施策の柱3-2-1
快適な居住環境を形成するとともに、適正な
市営住宅の供給に努めます

（策定委員からの意見）
市営住宅は住宅に困窮している方が入居対象であり、だれで
も入居できるわけではないので「安定した供給」という表現
に違和感がある。必要な人に必要なだけ供給するという意味
で「適正な供給」という表現に修正した。

R7.11.11
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№ 大項目 中項目 修正前（修正部分は赤文字で） 修正案（修正部分は赤文字で） 経緯（誰から、なぜ…） 入力日

58 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱3-2-1
・公共が担う住宅政策として住居を安定して
供給するため、長期的な運用を見据えて市
営住宅を維持管理します。

施策の柱3-2-1
・公共が担う住宅政策として適正に住居を供
給するため、長期的な運用を見据えて市営住
宅を維持管理します。

（策定委員からの意見）
市営住宅は住宅に困窮している方が入居対象であり、だれで
も入居できるわけではないので「安定した供給」という表現
に違和感がある。必要な人に必要なだけ供給するという意味
で「適正な供給」という表現に修正した。

R7.11.11

59 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱4-5-2
・市民のスポーツに対する意欲の向上を図る
ため、優秀な成績を収めた選手を表彰すると
ともに、トップアスリート等の活用を推進し
ます。

施策の柱4-5-2
・優秀な成績を収めた選手を表彰するととも
に、トップアスリート等との交流を推進しま
す。

R7.11.11

60 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱4-5-3
・社会体育施設の安全性と利便性の向上を図
るため、計画的に改修・修繕します。

施策の柱4-5-3
・社会体育施設を計画的に改修・修繕し、安
全性を確保するとともに利便性の向上を図り
ます。

R7.11.11

61 基本構想
４．第２次島田市
総合計画の振り返
りと評価

（１）市民意識調査の結果による市民意向の
経年変化の下に、①居住意向②島田市の好感
度③主観的幸福感④今後の取組の４つのグラ
フを、（３）島田市のことが好きな市民の割
合の経年変化のグラフを掲載していた。

（１）市民意識調査の結果による市民意向の
経年変化の下に、①島田市のことが好きな市
民の割合の経年変化②居住意向③主観的幸福
感④今後の取組のグラフとし、（３）は削除
した。

②の島田市の好感度と（３）の島田市のことが好きな市民の
割合の経年変化が重複していたので②を削除し、１本化し
た。また２次総後期の最上位指標であることから１番初めに
配置した。
また、２次総後期の振り返りというタイトルであることか
ら、令和７年度時点における主観的幸福感の点数の分布より
も計画期間の経年変化を読み取ることができるグラフ、静岡
県・全国も同じ調査項目の調査を開始したことから比較でき
るグラフに変更した。

R7.11.20

62 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱7-1 施策の柱の方向性
　また、本市固有の豊かで美しい自然景観や
大井川沿いで栄えた歴史景観などを後世に引
き継ぐための地域景観を形成・維持するとと
もに、新東名高速道路、富士山静岡空港など
の広域高速交通網の結節点としての強みを活
かした「稼ぐ拠点」としての整備など、地域
特性に応じた拠点の整備を推進します。

施策の柱7-1 施策の柱の方向性
　また、新東名高速道路、富士山静岡空港な
どの広域高速交通網の結節点としての強みを
活かした「稼ぐ拠点」を整備することなど、
地域特性に応じた拠点づくりを推進するとと
もに、本市固有の豊かで美しい自然景観や大
井川沿いで栄えた歴史景観などを後世に引き
継ぐための地域景観を形成します。

記載の順序を「拠点整備」「地域景観の形成」の順に変更 R7.11.27

63 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

施策の柱7-1-3　良好な地域景観を形成しま
す
・景観計画に基づき良好な景観を形成しま
す。
・屋外広告物を適正に監督します。

都市政策課から本項目を消す説明があったが、景観計画に基
づいた取組であるため項目をあらためて記載することとし
た。

R7.11.27

64 はじめに
島田市を取り巻く
状況

(２) 島田市の概況　③産業等の状況
　産業別就業者数について、全体の就業者数
は平成12（2000）年 以降減少しており、特
に第１次産業は20年間で約５割減少していま
す。一方で、本市の第１次産業の就業者数の
従業者総数に占める割合を静岡県内23市と比
較すると、高い方から７番目となっていま
す。

(２) 島田市の概況　③産業等の状況
　産業別就業者数について、全体の就業者数
は平成12（2000）年 以降減少しており、特
に第１次産業は20年間で約５割減少していま
す。一方で、本市の第１次産業の就業者数の
就業者総数に占める割合を静岡県内23市と比
較すると、高い方から７番目となっていま
す。

「統計でみる市区町村のすがた2024」における表現に統一す
るため、「従業者」を「就業者」に修正。

R7.12.26

65 はじめに
島田市を取り巻く
状況

(２) 島田市の概況　③産業等の状況
■事業所数・従業者数に関するポジショニン
グ

(２) 島田市の概況　③産業等の状況
■事業所数・就業者数に関するポジショニン
グ

「統計でみる市区町村のすがた2024」における表現に統一す
るため、「従業者」を「就業者」に修正。

R7.12.26

66 はじめに
島田市を取り巻く
状況

(２) 島田市の概況　③産業等の状況　■事
業所数・従業者数に関するポジショニング
第１次産業就業者数、第２次産業就業者数、
第３次産業就業者数
従業者総数に占める割合

(２) 島田市の概況　③産業等の状況　■事
業所数・従業者数に関するポジショニング
第１次産業就業者数、第２次産業就業者数、
第３次産業就業者数
就業者総数に占める割合

「統計でみる市区町村のすがた2024」における表現に統一す
るため、「従業者」を「就業者」に修正。

R7.12.26
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№ 大項目 中項目 修正前（修正部分は赤文字で） 修正案（修正部分は赤文字で） 経緯（誰から、なぜ…） 入力日

67 基本計画
５．分野別まちづ
くりの方向性

〈指標の類型〉
①単年数値：単年度（計画最終年度）の実績
で目標値を達成するように設定されているも
の
②累計値：４年間の積み上げで目標値を達成
するよう設定されているもの
③平均値：年度において結果に波があると想
定され、４年間の平均で目標値を達成するよ
う設定されているもの

〈指標の類型〉
①単年数値：単年度（計画最終年度）の実績
で目標値の達成を目指すもの
②累計値：４年間の積み上げで目標値の達成
を目指すもの
③平均値：年度において結果に波があると想
定され、４年間の平均で目標値の達成を目指
すもの

「目標値を達成するように設定」は、達成できる数値を目標
に設定しているように捉えられるため、また、「設定されて
いる」は、市独自ではなく国や県などの目標設定のように捉
えられるため、「目標値の達成を目指す」に修正。

R8.1.7

68 基本構想 ２．将来像

（将来像を実現するための役割）
将来像の実現に向け、市民・事業者・行政が
ともに力を合わせてまちづくりに取り組むよ
う、それぞれの役割を定めます。

将来像の実現に向け、市民・事業者・行政が
ともに力を合わせてまちづくりに取り組む
「協働」を更に発展させ、目指すビジョン・
ゴールを共有し、共に考え行動して、新たな
価値を創り上げていく「共創」の考え方を取
り入れたまちづくりを進めるため、それぞれ
の役割を定めます。

第10回策定委員会での検討にて。
今後８年間において、これまでの市民協働を更に進め、目指
すビジョンやゴールの設定段階から、市民・事業者・行政が
ともに連携・協力し、新たなまちの魅力や価値の創出を目指
す「共創」の考え方を取り入れることで、真に市民が納得
し、満足し得るまちづくりを進めていくため。

R8.1.15

69 基本構想
３．土地利用の方
向

（③ 市街地ゾーン（川根、金谷、中心市街
地周辺、六合、初倉））
人口密度が高く、公共交通の利便性の高いエ
リアのうち、災害の危険性が高い区域などを
除外した区域を居住誘導区域として設定し、
ゆとりある暮らし空間を提供する住宅地の整
備を推進します。また、生活サービス施設等
が集約して立地する区域を都市機能誘導区域
として設定することで、「コンパクト・プラ
ス・ネットワーク」の都市づくりを進めま
す。

都市計画区域内においては、人口密度が高
く、公共交通の利便性の高いエリアのうち、
災害の危険性が高い区域などを除外した区域
を居住誘導区域として設定し、ゆとりある暮
らし空間を提供する住宅地の整備を推進しま
す。また、生活サービス施設等が集約して立
地する区域に都市機能を誘導することで、
「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都
市づくりを進めます。

（策定委員からの意見）
川根地域も含まれているが、川根地域は居住誘導区域に設定
されていない。

R8.1.15

70 基本構想 ２．将来像
（将来像を実現するための役割－市民）
・まちづくりに参加する権利を有し、まちづ
くり全般に関心を持ち～

・まちづくり全般に関心を持ち～

（策定委員からの意見）
「まちづくりに参加する権利を有し、」は、法令などで位置
付けられたものではなく、役割を説明する文脈としてはなく
ても意味が通じるため削除してはどうか。

R8.1.20

71 はじめに
島田市を取り巻く
状況

（時代の潮流－教育や子育てに対する関心の
高まり）
・学校における教育環境の充実をはじめ、誰
一人取り残されず、全ての人の可能性を引き
出す共生社会の実現や、地域や家庭で共に学
び支え合う社会の実現に向けた教育が求めら
れています。

・学校における教育環境の充実をはじめ、誰
一人取り残されず、地域や家庭で共に学び支
え合う社会の実現に向けた教育が求められて
います。

（策定委員からの意見）
「共生社会」は、障害をかかえる方などを取り残さない社会
を意味する言葉であり、教育や子育ての分野で用いられる言
葉ではない。直前の「誰一人取り残されず」で意図は伝わる
のではないか。

R8.1.23
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